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おりづる会をご存知ですか？

４
月
の
行
事
予
定

日 曜日 一　般　行　事 時　　間 場　　所

１ 土 愛知川駅ギャラリー展 第320回「虹を見た」吉田 孝光・油彩画展
（４/30まで）

 ８：00～17：00
初　日13：00～
最終日～15：00

るーぶる愛知川

3 月 おひざでだっこのおはなしかい 10：30～11：00 秦荘図書館

５ 水 つくし保育園入園式   ９：30～　　　　 つくし保育園

７ 金 消防団入団式  20：00～　　　　 ハーティーセンター秦荘

９ 日 おひざでだっこのおはなしかい 11：00～11：30 愛知川図書館

10 月
小学校入学式  10：00～　　　　 町内小学校

中学校入学式  13：30～　　　　 町内中学校

11 火 幼稚園入園式  10：00～　　　　 町内幼稚園

12 水 企画展「ねがいの歴史-絵馬・連歌-」（5/21まで） 10：00～17：00 歴史文化博物館

14 金 古文書をよむ会 14：00～15：00 愛知川図書館

15 土 くまさんといっしょのえほんのじかん 10：30～11：00 秦荘図書館

16 日 愛知川宿ふれあいマーケット 10：00～15：00 愛知川ふれあい本陣

18 火 あたまいきいき音読教室
10：30～11：15

秦荘図書館
13：30～14：15

22 土 愛知川図書館おはなし会 14：30～15：00 愛知川図書館

23 日

古文書をよむ会 10：30～11：30 愛知川図書館

湖東三山館あいしょう　あいしょう朝市  ９：00～12：00 湖東三山館あいしょう

企画展「ねがいの歴史-絵馬・連歌-」展示解説
11：00～11：30 歴史文化博物館

14：00～14：30 歴史文化博物館

　おりづる会では、交通事故で保護者を亡くした県内在住のお子様（０歳～18歳に達し
た学年の３月まで）に対して奨学金、新入学給付金等の支給や夏レクなどの厚生援護事
業を行っています。
　詳しくは、下記までお問い合わせください。

問 公益財団法人おりづる会事務局（滋賀県庁：道路保全課内）　☎077ー528ー3682

令和５年度要約筆記者養成講座(パソコン)受講者募集
　要約筆記とは、発言者の話を聞き、要約して書くことで、聴覚障害者にその場の話の内容を伝える通訳のこ
とです。
　この講座では、要約筆記の技術を習得し、聴覚障害者の社会参加を支援する要約筆記者を養成します。
　詳しくは、下記までお問い合わせください。

・開 講 日：令和５年６月13日～令和６年１月23日
　　　　　　（オリエンテーション６月６日）
　　　　　　火曜日13:30～16:30およびオンライン　全28回
・会　　場：滋賀県立聴覚障害者センター 草津市大路２-11-33
　　　　　　（JR草津駅東口徒歩10分）
・受講条件：全回受講可能な18歳以上の方
・受 講 料：無料（テキスト代3,670円）
・申込締切：５月29日（月）まで
・問合せ・申込先：滋賀県立聴覚障害者センター　☎077ー561ー6111
　　　　　　　　　〒525-0032 草津市大路2丁目11-33
※諸般の状況により開講を延期、または中止する場合があります。

問  滋賀県立聴覚障害者センター　☎077ー561ー6111

土地に関する無料相談会開催について
　本協会では、毎年、地価公示・地価調査の発表後に、県民の皆さんを対象とした「不動産鑑定士・税理士・
弁護士による不動産に関する無料相談会」を実施しています。
　土地の価格や資産価値、土地の相続手続き、賃貸物件の管理等、不動産に関するさまざまな問題に、専門家
である不動産鑑定士・税理士・弁護士が無料で相談に応じますので、ぜひお気軽にご相談ください。

・日　時：令和５年４月８日（土）10：00～16：00
・会　場：コラボしが21　「３階中会議室１」〒520ー0806 大津市打出浜２ー１

※完全予約制（相談時間は30分まで）となっています。
※感染拡大の状況によっては急な開催中止の場合もございますのでご了承ください。

問 公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会　☎077ー526ー1172

愛荘町立福祉センターラポール秦荘
はつらつドームの利用ルールが変わります

　令和５年４月１日から、はつらつドームの利用について下記のとおり運用します。より多くの方にご利用い
ただくため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

①祝日の利用が可能になります。祝日をのぞく水曜日が休場日です。
② 利用日の１週間前までにキャンセルがない場合は、使用料は返還できません。キャンセル待ちの方が利用で

きるよう配慮します。
※ 新型コロナウイルス感染症の感染等によるやむを得ない直前のキャンセルについては、申請窓口にご相談く

ださい。
　申請窓口については、従来どおり愛荘町社会福祉協会(いきいきセンター内)です。

問 福祉課（愛知川庁舎）　☎0749ー42ー7691
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